
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
【IT】SEO で売上を上げるため

の３つの具体的事例セミナー 
 
日 時：2014 年 6 月 4 日（水）  

8:00～9：00 （開場 7:45～） 

講 師：アップライン株式会社 

代表取締役 相田 吉宏 氏  

対 象：経営者 Web 担当者 

定 員：10 名（先着順） 

参加費：1 名様 3,000 円（税込） 
※当日会場にてお渡し下さい。 

弊社顧問契約先 無料 

会 場：SBC 本社セミナールーム 
大阪市北区太融寺町 3-24 日本生命梅田

第二ビル 3F 
各線大阪駅・梅田駅から徒歩 6 分 

問合せ：税理士法人 SBC ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 

TEL 06-6315-1819 
（担当：宮坂・横山） 

 

 

 

昨年の通常国会で「行政手

続における特定の個人を識

別するための番号の利用等

に関する法律」が成立しま

した。その結果、平成 27年

の秋口に番号の通知が開始

され、平成 28 年 1 月から

は、個人番号カードの交付

や、社会保障・税・災害対策

の 3 分野における個人番号

（マイナンバー）の利用が始

まる予定です。ＤＧでは、現

行法での有効活用に止まら

ず、制度改正も見据えた制

度の将来像等について、幅

広く議論されています。 

2014 年（平成 26 年） 

 5 月 15 日（木） 
発行：税理士法人 SBC パートナーズ

   大阪市北区太融寺町 3番 24号 

 日本生命梅田第二ビル 3階

Ｓｃｏｐｅ 

マイナンバー制度 

銀行の預金口座にもマイナンバー付番を 

政府税調ＤＧが番号制度の論点整理 

政府税制調査会の「マイナンバー・税務執行ディスカッション

グループ（ＤＧ）」（座長・神野直彦東京大学名誉教授）はこのほ

ど、平成 28 年 1 月から確定申告などで導入がスタートする番号制

度の活用等に関する論点整理をとりまとめた。現行では、銀行の

預金口座等への付番は対象とされていないが、論点整理では、早

急に検討すべきとしており、今後の議論が注目される。 

基本的考え方としては、番号法に基づき、個人にはマイナンバ

ー、法人等には法人番号が付番されることになり、対象者の正確

かつ迅速な特定が可能となるとしている。マイナンバーの活用に

より、行政運営が効率化されることになるが、さらに行政手続き

の簡素化をはじめとする国民の利便性向上を図ることが重要であ

るとして、特に、行政機関への手続を一度で済ませるワンストッ

プサービスが様々な分野で実現すれば国民の利便性が大きく向上

するものと期待している。一方では、マイナンバー制度の円滑な

運用のためには、国民の協力が不可欠であり、政府が国民に対し

て、マイナンバー制度の目的や意義について丁寧に説明を行い、

理解を得ることが必要であると、国民への広報の重要性を指摘し

ている。 

具体的検討項目としては、マイナンバーを活用した利便性の向

上・行政運営の効率化、社会保障や税の給付と負担の公平化につ

いて取り上げている。 

銀行等が個人の顧客に支払う利子については、源泉分離課税で

課税が終了することから、利子調書の提出が免除されており、し

たがって、銀行等の預金口座に関しマイナンバーは付されないこ

ととなっている。社会保障について所得・資産要件を適正に執行

する観点や、適正・公正な税務執行の観点からは、国民の多くが

保有する預金が把握の対象から漏れている状態は改めるべきであ

り、預金口座へのマイナンバーの付番について早急に検討すべき

であると指摘している。金融機関の顧客管理等にも利用できるよ

う検討が必要であるとする一方で、金融機関のコストや事務負担

など執行面の課題に対して十分な検討を行うよう求めている。 

SBC Seminar 
 

セミナー案内 

SBC First Ｔａｘ
エスビーシー・ファーストタックス 

専門家・実務家のための税務戦略ニュース 毎月 3回（5 日.15 日.25 日）発行 

 【注意】当記事に記載されている情報に万が一誤りがあった場合、または当記事を利用することにより生じた損失や損害などについては、いかなる

場合も一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。 


